
【規制所管省庁の回答（概要）】

（１）諸外国の状況（ドイツ・米国と比較）

○ドイツでは、ＥＵ圧力機器指令及びＥＮ規格をドイツの製品安全法の体系の中に取り込
んでいる。ＥＮ規格以外の規格（ドイツ国外の基準も含む）は整合規格として引用され
ていないため、ＥＮ規格以外を適用する場合には、第三者認証機関により、適用する基
準が同指令に整合しているかについて、適合性評価を行うことが必要となっている。

※ただし、ＥＮ規格では水素脆化の評価はされていない。

○米国では、州法ごとに、ＡＳＭＥ規格等の米国の規格を引用している。州法に引用され
ていないＡＳＭＥ規格以外の規格（米国以外の基準も含む）を適用する場合は、例えば、
水素スタンドが多く設置されているカリフォルニア州の州法においては、その基準の適
用について行政当局の承認が必要となっている。

※なお、ＡＳＭＥ規格には、材料が水素に適していることを立証するための試験として、
水素環境下での試験などが求められている。

（２）規制所管省庁（経済産業省）の主張

①現状では、水素スタンドに対応した海外規格はなく、高圧の水素の使用環境に対応し、
水素脆化などの評価がされていないこと、JIS規格品と海外規格品の成分等が同一である
と確認されていないことなどから、海外の規格品であることをもってそのまま「安全な
化学的成分及び機械的性質を有するものであること」の確認ができない。

②高圧ガス保安法の規定は性能規定化しており、海外の規格品の使用は禁止していない。
申請者が「安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること」を確認した材料
の評価データ等を示せば、海外の規格品であるかどうかにかかわらず、現在でも使用可
能となっている。

③また、使用可能と確認された具体の材料は、例示基準に規定することで、使用環境と共
に例示し、都道府県や事業者に共有している。

④なお、事業者から要望のある材料を含め、材料についてはNEDO事業として国費による評
価を行い、データを共有しており、その結果を踏まえた例示基準への反映も随時行って
いる。（海外でのこのようなしくみは把握していない）

国際先端テスト
検討結果

・ 水素スタンドに使用する鋼材は、一般高圧ガス保安規則上「安全な化学的成分及び機械

的性質を有するものであること」が求められている。また、当該安全性が具体的に認めら

れたものは、一般則例示基準または特定則例示基準に規定され、安全性の立証をすること

なく使用することが可能となる。

・現行の一般則例示基準には、一部のＪＩＳ規格が規定されている。

・米国機械学会規格（ＡＳＭＥ規格）、ＥＮ規格などの海外の規格は現在一般則例示基準

には規定されておらず、上記のような安全性の条件を満たすことを個別に都道府県に証明

する必要がある。

⑥海外規格材料及び同等材の例示基準への追加

規制の概要・課題

【規制改革会議の意見】

○ 経済産業省意見④のとおり、水素スタンドに使用可能な鋼材について、国が自ら安全性の評
価を進める取組については、主要各国にも類をみない取組とのことで、引き続き事業者要望を
踏まえて積極的に対応されたい。

○ 他方で、ドイツではＥＮ規格を自国法令に引用している事例もあることから、ＡＳＭＥ規格のよう
に水素脆化への耐性など必要な評価を経ている海外規格などについて、日本の求める「安全
な化学的成分及び機械的性質」を有すると確認されたものについては、経済産業省意見③に
ある一般則例示基準に規定するなど所要の措置を講じられたい。
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（２）各府省庁からの回答 
（国際先端テストシート等） 
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①
 市

販
品

と
類
似

し
た

医
療
用

医
薬

品
（

市
販
品

類
似
薬

）
の

保
険
給

付
の

在
り
方

等
の

見
直
し
 

（
１

）
制
度
比

較
 

○
市
販

品
類
似

薬
に

関
す
る

保
険

給
付
状

況
な

ど
の
比

較
 

国
名
 

 比
較
の

視
点
 

日
本
 

米
国
 

ド
イ
ツ
 

フ
ラ
ン

ス
 

イ
ギ
リ

ス
 

１
．
医
療
保
障
制
度
の

類
型

 

社
会
保
険
方
式
 

 

高
齢

者
・
障

害
者
に

つ
い

て
は

社
会
保

険
方
式

（
メ

デ
ィ

ケ
ア
）
 

社
会

保
険
方

式
 

社
会
保
険
方
式
 

税
方
式
に
よ
る
国
営
の
国

民
保
健
サ
ー
ビ
ス
 

２
．
薬
剤
の
自
己
負
担

の
仕
組
み
 

 

原
則
３
割
の
自
己
負

担
 

・
義
務
教
育
就
学
前
：
２
割
 

・
70

歳
～
7
4
歳
：
２
割
 

（
現
役
並
み
所
得
者
は
３
割
）
 

・
75

歳
以
上
：
１
割
 

（
現
役
並
み
所
得
者
は
３
割
）
 

 ※
高

額
療
養

費
制

度
に
よ

る
負

担

限
度
額
あ
り
 

（
入

院
）
 

メ
デ

ィ
ケ
ア

で
は
、

入
院
期

間
内
に

使
用

し
た
医

薬
品
を

含
め
、

病
院
の

入
院

サ
ー
ビ

ス
が
給

付
対
象

と
な

る
。

１
疾
病

期
間
に

つ
き
、

当
初
に

1
21
6
ド

ル
の

自
己

負
担
を

払
っ
た

後

は
、

最
初
の

60
日

間
は

完
全
支

給
、

61
日

か
ら

90
日

ま
で

は
１
日

30
4

ド
ル

の
自
己

負
担
と

な
る
。

こ
の
ほ

か
、

全
生
涯

中
60

日
間

の
入
院

に
つ

い
て

給
付
が

あ
る
が

、
こ
れ

は
1
日

6
08

ド
ル

の
自

己
負
担

と
な
る
。
 

（
外

来
の
薬

剤
）
※

任
意
加

入
 

～
31
0
ド

ル
ま

で
：
全

額
自
己

負
担
 

3
10

ド
ル

～
38
50

ド
ル

：
25
％

の
自

己
負

担
 

3
85
0～

4
55
0
ド

ル
：

全
額

自
己
負

担
 

4
55
0
ド

ル
～

：
5％

の
自

己
負

担
 

   

原
則

1
0
％
の

自
己
負
担
 

・
負

担
額
の

上
限
が

10
ユ
ー
ロ
、
下

限
が

5
ユ
ー

ロ
（
５

ユ
ー
ロ
以
下
の

医
薬

品
は
全

額
を
自

己
負
担
）
 

・
風

邪
薬
、

う
が
い

薬
、
下
剤
、
乗

り
物

酔
い
止

め
は
、

全
額
自
己
負

担
。
 

た
だ

し
、

18
歳
以

下
の
場

合
は
自
己

負
担

な
し
。
 

 

・
一
般
の
薬
剤
は

3
5
％
の

自
己
負
担
 

・
胃
薬
等
は

6
5
％
の
自
己

負
担
 

・
ビ
タ
ミ
ン
剤
や
強
壮
剤

等
は
全
額
自
己
負
担
 

処
方
１
件
に
つ
き
、
8
.
0
5

ポ
ン
ド
の
自
己
負
担

。
 

低
所
得
世
帯
等
は
自
己
負

担
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
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３
．
市
販
品
類
似
薬
の

自
己
負
担
の
状
況
 

 

○
 

一
般
用
医
薬
品

と
同

一
の
成
分
を
含
ん
で

い

て
も
、
薬
価
基
準
に

収

載
さ
れ
て
い
れ
ば
、

原

則
と
し
て
保
険
償
還

の

対
象
と
な
る
。
 

○
 
一

般
用

医
薬
品

と
同

一
の

成
分
を

含
ん
で

い

て
も

、
保
険

者
毎
に

策

定
さ

れ
る
使

用
医
薬

品

リ
ス

ト
に
収

載
さ
れ

て

い
れ

ば
保
険

償
還
の

対

象
と

な
る
。
 

○
 
一

般
用

医
薬
品
と
同

一
の

成
分
を

含
ん
で
い

て
も

、
非
経

済
的
と
判

断
さ

れ
、
ネ

ガ
テ
ィ
ブ

リ
ス

ト
に
収

載
さ
れ
て

い
な

け
れ
ば

保
険
償
還

の
対

象
と
な

る
。
（
一

般

用
医

薬
品
と

同
一
の
成

分
を

含
ん
で

い
る
と
い

う
理

由
で
、

一
概
に
保

険
償

還
の
対

象
外
と
な

る
も

の
で
は

な
い

。）
 

○
 

一
般
用
医
薬
品
と
同

一
の
成
分
を
含
ん
で
い

て
も
、
医
薬
品
の
医

療

上
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
等

に
よ
り
、
償
還
率

（
０
％
、
35
％
、

6
5
％
）
が
決

定
さ
れ

る
。
（
一
般
用
医
薬
品
と

同
一
の
成
分
を
含
ん
で

い
る
と
い
う
理
由
で
、

一
概
に
保
険
償
還
の
対

象
外
と
な
る
も
の
で
は

な
い
。
）
 

○
 

一
般
用
医
薬
品
と
同

一
の
成
分
を
含
ん
で
い

て
も
、
償
還
不
可
品
目

の
リ
ス
ト
に
収
載
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
保
険
償

還
の
対
象
と
な
る
。（

一

般
用
医
薬
品
と
同
一
の

成
分
を
含
ん
で
い
る
と

い
う
理
由
で
、
一
概
に

保
険
償
還
の
対
象
外
と

な
る
も
の
で
は
な
い
。
）
 

※
厚

生
労
働

統
計
協

会
『
保
険
と
年
金
の
動
向

20
14
/
20
1
5』
、
医
療
経
済

研
究
機

構
『

ド
イ

ツ
医
療

関
連
デ

ー
タ
集

【
2
01
2
年

版
】』
、
『

フ
ラ

ン
ス
医

療
関
連
デ
ー
タ
集
【
20
11

年
版
】
』
等
よ
り
作
成
 

 （
２

）
日
本
の

現
行

制
度
の

必
要

性
 

我
が

国
の

医
療

保
険

制
度
に

お
い
て

は
、

国
民
皆
保
険

の
下

、
必

要
か
つ

適
切
な
医

療
に

つ
い

て
は

、
有
効

性
や
安

全
性

が
確
認
さ
れ

た
後

、
基

本
的
に

保
険
適

用
と
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ
り
、

一
般

用
医

薬
品

と
同

一
の

成
分

を
含

有
す

る
医
薬
品

で
あ

る
こ

と
の

み
を
も
っ

て
、

保
険

給
付

の
対
象

か
ら
除

外
す

る
こ

と
は
不

適
切
と
考
え
る
。
 

 

 （
３

）
制
度
の

廃
止

・
見
直

し
を

検
討
す

る
に

当
た
り

留
意

す
べ
き

と
考

え
る
点

 

こ
れ

ま
で

も
、

財
政

制
度
等

審
議
会

等
に

お
い
て
、
い

わ
ゆ

る
市

販
品
類

似
薬
を
保

険
給

付
外

と
す

る
こ
と

や
自
己

負
担

化
す
る
こ
と

に
つ

い
て

指
摘
が

な
さ
れ

て
お
り
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
、
関
係
審
議
会
に
お
い
て
議
論
を
求
め
た
が
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
慎
重
な
意
見
が
多
か
っ
た
。
 

○
 

市
販

品
類

似
薬
を

保
険

給
付

外
と

し
た

場
合

、
そ

れ
ら

の
医

薬
品

を
使

用
し

て
い

る
患
者

の
負

担
が
増

え
る

こ
と
に

な
り
、

こ
の

点
の

理
解
を

得
る
必

要
が

あ
る
こ
と
。
 

○
 
市
販
品
類
似
薬
に
は
、
市
販
品
と
異
な
る
重
篤
な
疾
患
の
適
応
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
。
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○
 
市
販
品
類
似
薬
を
保
険
給
付
外
と
す

る
こ
と
で
、
製
薬
企
業
が
新
規
成
分
の
市
販
品
の
発
売
を
躊
躇
す
る
な
ど
の
問
題
が
あ
る
こ
と
。
 

○
 
市
販
品
類
似
薬
で
あ
る
と
い
う
理
由

で
保
険
給
付
外
と
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
よ
り
高
額
な
薬
剤
が
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
 

 我
が

国
の

医
療

保
険

制
度
に

お
い
て

は
、

国
民
皆
保
険

の
下

、
必

要
か
つ

適
切
な
医

療
に

つ
い

て
は

、
有
効

性
や

安
全
性

が
確
認
さ
れ

た
後

、
基

本
的
に

保
険
適

用
と
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ
る
が

、
今

後
の

具
体

的
な
検
討

事
例

が
あ

れ
ば

、
必
要
か

つ
適

切
な

医
療

が
行
わ
れ

な
く

な
ら

な
い

か
、
患

者
の
負

担
が

ど
の

よ
う
に

増
加
す
る
か
等
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
内
容

を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 

な
お
、
平
成

2
4
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
際
に
は
、
単
な
る
栄
養
補
給
の
目
的
で
の
ビ
タ
ミ
ン
剤
の
投
与
に
つ
い
て
、
ま
た
、
平
成

2
6
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
際

に
は
、

治
療

目
的

で
な

く
う
が
い

薬
の

み
が

処
方

さ
れ
る
場

合
に

つ
い

て
、

保
険
給
付

の
対

象
外

と
し

て
い
る
が

、
こ

れ
ら

は
市

販
品
類

似
薬
で

あ
る

と
い

う
理
由

か
ら
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
保
険
給
付
の
適
正
化
の
観
点
で
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
以
上
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②
医
療

情
報
の

有
効

活
用
に

向
け

た
規
制

の
見

直
し
 

（
１

）
制
度
比

較
 

○
医
療

情
報
（

レ
セ

プ
ト
情

報
）

の
ナ
シ

ョ
ナ

ル
デ
ー

タ
ベ

ー
ス
に

関
す

る
比
較
 

国
名
 
 

 

比
較

の
視
点
 

日
本
 

ア
メ
リ

カ
 

韓
国
 

フ
ラ
ン

ス
 

１
．
研
究
利
用
の
法

的

根
拠
の
有
無
 

・
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
昭
和

5
7
年
法
律
第

80
号
）
 

 ・
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る

法
律
第

1
6
条
第

2
項
の
規
定
に
基

づ
き
保
険
者
及
び
後
期
高

齢
社
医

療
広
域
連
合
が
厚
生
労
働

大
臣
に

提
供
す
る
情
報
の
利
用
及

び
提
供

に
関
す
る
指
針
 

（
平
成

2
2
年
厚
生

労
働
大
臣
告
示

第
4
2
4
号
）
 

 ・
レ

セ
プ

ト
情

報
等
の
提
供
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

 ・
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
 

･
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
 
(
Th
e
 
Pr
i
v
a
c
y
 A
c
t
 o
f
 

1
9
7
4
) 

・
医
療
保
険
の
携
行
性
と
責
任
に
関
す
る
法
律
 

(
H
e
a
l
th
 
I
ns
u
r
an
c
e
 P
o
r
ta
b
i
l
i
t
y 
a
n
d 

A
c
c
o
u
nt
a
b
il
i
t
y 
A
c
t:
 
H
IP
A
A
) 

・
H
I
P
AA

規
則
 

 
等
 

・
公
共
デ
ー
タ
の
提
供
及
び
利

用
活
性
化
に
関
す
る
法
律
等
 

・
情
報
、
個
人
票
及
び
自
由
に
関
す

る
1
9
78

年
1
月

6
日
法
等
 

２
．
情
報
漏
え
い
に

対

す
る
罰
則
の
有
無
 

･
厚
生
労
働
省
と
申
出
者
（
利
用
者
）

間
の
契
約
違
反
と
取
り
扱

う
。
 

･
違

反
内

容
は

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

り
規
定
。
 

･
デ

ー
タ

利
用

者
は

懲
役

刑
と

な
る

可
能

性
も

あ
る
罰
則
を
受
け
る
こ
と

を
、
デ
ー
タ
使
用
同

意
書
で
承
認
す
る
。
 

･
利
用
者
は
、
利
用
誓
約
書
に

違
反
し
た
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
不

利
益
及
び
民
事
刑
事
上
の
処

罰
を
甘
受
し
、
今
後
健
康
保
険

・
情
報
、
個
人
票
及
び
自
由
に
関
す

る
1
9
78

年
1
月

6
日
法
の
下
で
禁
固

な
い
し
罰
金
等
。
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審
査
評
価
院
（
審
評
院
；

H
e
a
l
t
h 
I
n
su
r
a
nc
e
 
Re
v
i
ew
 

A
g
e
n
c
y,
 

HI
R
A
)の

資
料
利

用
を
制
限
さ
れ
る
。
 

３
．
個
人
番
号
ま
た

は

個
人
情
報
の
有
無
 

・
氏

名
、

生
年

月
日

の
「

日
」
、

被

保
険

者
証

等
の

記
号

番
号

等
の

個

人
を

特
定

し
う

る
情

報
は

削
除

さ

れ
て
い
る
。
 

・
I
d
e
nt
i
f
ia
b
l
e 
d
at
a
に
社
会
保
障
番
号

I
D

が
有
る
が
、
提
供
時
に
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
化
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
 

個
人
番
号
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

上
で
は
個
人
を
ひ
も
付
け
で

き
る
形
で
保
有
さ
れ
て
い
る
。
 

・
レ
セ
プ
ト
等
の
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
で
あ
る

SN
I
I
RA
M
に
格
納
さ
れ
る

デ
ー
タ
は
匿
名
化
さ
れ
て
い
る
。
 

４
．
第
三
者
提
供
の

１

年
当
た
り
の
件
数
 

・
平
成

2
5
年

1
0
件
 

・
平
成

2
6
年
(
上
半

期
）
14

件
 

 

不
明
 

 

以
下
の
情
報
あ
り
。
 

・
平
成

2
4
年
 
69

件
 

・
平
成

2
5
年
 
11
5
件
 

 

不
明
 

５
．
第
三
者
提
供
に

お

け
る
審
査
主
体
 

・
厚

生
労

働
省
 

・
レ
セ
プ
ト
情
報
等
の
提
供
に
関
す

る
有
識
者
会
議
 

･
C
e
nt
e
r
s 

fo
r
 
M
e
d
ic
a
r
e 

& 
M
e
di
c
a
id
 

S
e
r
v
i
ce
s
 
(C
M
S
) 

・
研
究
者

等
か
ら
の
申
請
は

R
e
s
e
a
rc
h
 
Da
t
a 

A
s
s
i
s
ta
n
c
e 
C
e
nt
e
r 
(
R
es
DA
C
)
で
の
事
前
の

レ
ビ
ュ
ー
を
経
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

･
健

康
保

険
審

査
評

価
院

（
審

評
院

；
H
e
a
lt
h
 
In
s
u
ra
n
ce
 

R
e
v
i
e
w 
A
g
en
c
y
, 

H
IR
A
) 

・
情

報
処

理
及
び

自
由

に
関
す

る
全

国
委
員
会
（
C
N
I
L;
 
C
om
m
i
ss
i
o
n 

n
a
t
i
o
na
l
e 

d
e
 
l
'
i
nf
r
o
ma
t
i
q
u
e 

e
t
 
d
e
s 
l
i
be
r
t
es
）
 

６
．
第
三
者
提
供
の

依

頼
申
出
者
の
範
囲
 

･
国

、
都

道
府

県
、

研
究

開
発

独
立

行
政
法
人
等
、
学
校
教
育
法
第
１
条

に
規
定
す
る
大
学
、
医
療
保
険
各
法

に
定

め
る

医
療

保
険

者
の

中
央

団

体
等
、
公
益
法
人
等
 

･
個
人
を
識
別
で
き
る
情
報
を
含
む

R
e
s
ea
r
c
h 

i
d
e
n
t
if
i
a
bl
e
 F
i
l
es
(
R
IF
s)
は
医
薬
品
企
業

等
、
特
定
の
利
益
団
体
と
つ
な
が
り
の
あ
る
研

究
機

関
や

研
究

者
に

は
提

供
さ

れ
な

い
と

の

情
報
あ
り
。
 

不
明
 

 

レ
セ

プ
ト

等
の
総

合
デ

ー
タ
ベ

ー
ス

で
あ
る

S
N
II
R
A
M
は
利
益
を
追
求
す

る
組

織
は

利
用

で
き

な
い

と
の

こ

と
。
 

 ※
 
ア

メ
リ

カ
は

C
e
n
t
e
r
s
 
f
o
r
 
M
e
d
i
c
a
r
e
 
&
 
M
e
d
i
c
a
i
d
 
S
e
r
v
i
c
e
s
（
C
M
S
）

に
限

定
し

た
情
報

。
 

※
 
本

資
料

は
厚
生

労
働

科
学
研

究
費

補
助
金

 
医

療
ナ
シ

ョ
ナ

ル
デ
ー

タ
ベ

ー
ス
に

関
す

る
諸
外

国
の

整
備
状

況
お

よ
び
日

本
に

お
け
る

デ
ー

タ
ベ
ー

ス
の

あ
り
方

研
究
の

情
報
等

を
元

に
記
載

し
て

い
る
。
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 （
２

）
日
本
の

現
行

規
制
の

必
要

性
 

レ
セ
プ
ト
情
報
等
は
医
療
に
関
わ
る
機
微
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
相
応
の
配
慮
が
必
要
。
 

   （
３

）
規
制
の

廃
止

・
見
直

し
を

検
討
す

る
に

当
た
り

留
意

す
べ
き

と
考

え
る
点

 

（
２
）
に
同
じ
。
 

   

以
上
 

19



 

20



③
遠
隔

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
の
推

進
 

（
１

）
制
度
比

較
 

○
遠
隔

医
療
に

関
す

る
制
度

、
診

療
報
酬

に
関

す
る
状

況
な

ど
の
比

較
 

国
名
 
 

 

比
較

の
視
点
 

日
本
 

米
国

 
E
U
諸

国
 

１
．
法
令
等
 

○
医
師
法
第
２
０
条
に
よ
り
、
医
師
が
、
自
ら
診
察

し
な
い
で
治
療
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
 

○
こ
の
「
診
察
」
と
は
、
問
診
、
視
診
、
触
診
、
聴

診
そ

の
他

手
段

の
如

何
を
問
わ
な
い
が
、
現
代
医
学

か
ら

見
て
、
疾
病

に
対

し
て
一
応
の
診
断
を
下
し
得

る
程
度
の
も
の
を
い
う
。
 

○
し

た
が

っ
て
、
直
接

の
対
面
診
療
に
代
替
し
得
る

程
度
の
患
者
の
心
身
の
状

況
に
関
す
る
有
用
な
情

報
が
得
ら
れ
る
場
合
に
は
、
遠
隔
診
療
を
行
う
こ
と

は
直
ち
に
医
師
法
第
２
０

条
に
抵
触
す
る
も
の
で

は
な
い
。
 

○
こ
の
取
扱
い
は
、
医
師

が
治
療
を
行
う
に
当
た

り
、
あ
ら
か
じ
め
、
診
断
を
下
し
得
る
程
度
の
患
者

の
情
報
を
得
る
こ
と
を
求

め
る
も
の
で
あ
り
、「

遠

隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
し
て
、
遠
隔
の
患
者
の
状
態

を
観
察
す
る
こ
と
自
体
は

規
制
さ
れ
て
い
な
い
。
 

○
対
面
診
療
を
求
め
る
直
接
的
規
制
は
な
い
が
遠

隔
医
療
の
実
施
細
目
、
設
備
等
に
関
す
る
基
準
等

が
、
州
政
府
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

○
一
般
的
に
、
専
門
医
に
よ
る
医

療
相
談
、
疾
病

が
悪
化
し
な
い
よ
う
な
疾
病
管
理
が
多
い
。
 

 

○
対
面
診
療
を
求
め
る
直
接
的
規
制
は
な
い
。 

○
欧
州
で
は
、
患
者
は
ま
ず
地
域
の
一
般
医
の

診
察
を
受
け
る
こ
と
が
一
般
的
。
ま
た
、
医
師

は
患
者
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
つ
な
が
り
を

重
視
し
、
日
常
的
な
診
察
に
よ
っ
て
地
域
の
患

者
を
ト
ー
タ
ル
で
診
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
遠

隔
医
療
に
対
し
て
は
、
医
師
か
ら
の
強
い
反
発

が
あ
る
。
 

○
遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
の
有
無
も
含

め
、
具
体
的
な
内
容
は
不
明
 

 

２
．
資
格
制
度
 

○
な
し
 

 

○
米
国
保
健
福
祉
省
の
一
組
織
（
C
M
S
:メ

デ
ィ
ケ

ア
・
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
）
が
、

遠
隔
医
療
に
従
事
で
き
る
資
格
制

度
（
受
け
手
側
、

依
頼
側
）
を
設
け
て
い
る
。
 

○
医
療
機
関
に
、
遠
隔
に
携
わ
る
医
療
従
事
者

が
、
遠
隔
医
療
機
器
の
使
用
に
必
要
な
技
能
を

有
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
例
が
あ
る
（
フ
ラ
ン
ス
）
。
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３
．
財
政
支
援
 

○
遠

隔
医

療
の

た
め

の
情

報
通

信
機

器
の

整
備

に

対
す
る
補

助
事

業
を

平
成

13
年
度
よ
り
実
施
 

○
こ
れ
ま
で
、
米
国
保
健
福
祉
省
は
遠
隔
医
療
の

基
盤
整
備
を
実
施
 

○
不
明
 

 

４
．
支
給
要
件
 

○
医
師
対
医
師
 

診
療
所
等
か
ら
病
院
に
画
像
を
送
り
、
病
院
に
い
る

専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た
医
師
が
画
像
診
断
を
行

う
な
ど
、
患
者
に
対
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
し

て
い
る
場
合
は
、
診
療
報
酬
上
評
価
を
行
っ
て
い

る
。
 

○
医
師
対
患
者
 

対
面
診
療
が
原
則
で
あ
り
、
遠
隔
診
療
は
あ
く
ま
で

補
完

的
な

役
割

で
あ

る
こ
と
か
ら
、
診
療
報
酬
上
の

評
価
の
た
め
に
は
、
対
面
診
療
に
比
べ
て
患
者
に
対

す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
上
が
る
と
い
う
科
学

的
な
デ
ー
タ
が
必
要
。
 

○
主
と
し
て
以
下
の
要
件
が
あ
る
 

①
患
者
は
、
病
院
、
診
療
所
等
に
い
る
こ
と
（
患

者
の
自
宅
は
不
可
）
 

②
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
こ

と
 

③
患
者
側
医
療
機
関
は
過
疎
地
か
都
市
部
以
外
に

立
地
し
て
い
る
こ
と
（
行
政
公
認
の
「
医
師
不
足

地
域
」
の
み
）
 

（
注
）
メ
デ
ィ
ケ
ア
（
※
）
に
お
け
る
主
な
取
り

扱
い
で
あ
り
、
州
に
よ
り
内
容
は

異
な
る
。
 
 

（
※
）
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
等
が
対
象
の
公
的
医

療
保
険
 

○
治

療
が

遠
隔

で
あ

る
か

否
か

に
か

か
わ

ら

ず
、
診
療
報
酬
対
象
の
治
療
行
為
で
あ
れ
ば
請

求
可
能
。
 

○
診
療
報
酬
は
患
者
側
国
の
規
則
に
沿
っ
て

支
払
わ
れ
る
。
 

（
注
）
一
般
的
に
、
遠
隔
で
の
治
療
行
為
で
あ

る
か
否
か
の
区
別
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
遠
隔
診

療
と
し
て
請
求
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
極
め
て
少

な
い
。
 

 

５
．
支
給
内
容
 

○
再
診
料
の
ほ
か
、
下
記
に
つ
い
て
保
険
適
用
と
し

て
い
る
。
 

○
医
師
対
医
師
 

・
遠
隔
画
像
診
断
 

・
遠
隔
病
理
診
断
 

○
医
師
対
患
者
 

・
心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー

指
導
管
理
料
 

 

○
専
門
医
に
よ
る
医
療
相
談
、
疾
病
管
理
等
に
つ

い
て
診
療
報
酬
化
さ
れ
て
い
る
。
 

○
遠
隔
地
で
診
断
・
治
療
を
実
施

す
る
医
師
側
医

療
機
関
⇒
医
師
診
療
報
酬
表
の

8
0
% 

患
者
が
診
察
を
受
け
る
医
療
機
関

⇒
施
設
料
（
2
4

ド
ル
程
度
）
 

（
注
）
メ
デ
ィ
ケ
ア
（
※
）
に
お

け
る
主
な
取
り

扱
い
で
あ
り
、
州
に
よ
り
内
容
は
異
な
る
。
 

（
※
）
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
等
が
対
象
の
公
的
医

療
保
険
 

○
（
再
掲
）
治
療

が
遠
隔
で
あ
る
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
診
療
報
酬
対
象
の
治
療
行
為
で
あ

れ
ば
請
求
可
能
。
 

（
注
）
（
再
掲
）
一
般
的
に
、
遠
隔
で
の
治
療

行
為

で
あ

る
か

否
か

の
区

別
は

さ
れ

て
お

ら

ず
、
遠
隔
診
療
と
し
て
請
求
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は

極
め
て
少
な
い
。
 

 

 ＊
（

出
展
）
平

成
2
2
～
2
3
年
度

厚
生
労

働
科

学
研
究

費
補

助
金
「

欧
米

に
お
け

る
遠

隔
医
療

の
現

状
課
題

に
関

す
る
研

究
」
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（
２

）
日
本
の

現
行

規
制
の

必
要

性
 

遠
隔

医
療

の
推

進
に

よ
っ

て
医

療
機

関
へ

の
ア

ク
セ

ス
が

容
易

と
な

る
た

め
、

安
易

な
医

療
機

関
の

受
診

を
誘

発
し

か
ね
な

い
。

よ
っ
て
、

医
療

費
適

正
化

の
観
点

か
ら
、
相
応
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
 

 （
３

）
規
制
の

廃
止

・
見
直

し
を

検
討
す

る
に

当
た
り

留
意

す
べ
き

と
考

え
る
点

 

（
２
）
に
同
じ
。
 

以
上
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